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桑原地区まちづくり協議会規約 

 

第１章 総 則 

（名称及び事務所） 

第１条 本会は、桑原地区まちづくり協議会(以下｢協議会｣という。)と称し、事

務所を松山市桑原１丁目５－１ みよしビル２ １０２号に置く。 

（区域） 

第２条 協議会の区域(以下｢桑原地区｣という。)は、東野１丁目～６丁目、正円

寺１丁目～４丁目、樽味１丁目～４丁目、桑原１丁目～７丁目、畑寺１丁目～

４丁目、畑寺町、三町１丁目～３丁目、松末１丁目～２丁目、束本１丁目～２

丁目とする。 

（理念） 

第３条 協議会は、「私たちのまちは 私たちの手で創り、守り、育てよう」を

合言葉に『安心して暮らせるまちづくり』『明るく楽しいまちづくり』『生きが

いのあるまちづくり』を理念としてまちづくりに取り組む。 

（目的） 

第４条 協議会は、前条の理念のもと、次に掲げる事項を協議するとともに地域

的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の形成及び維持に資すること

を目的とする。 

 (1) まちづくりの総合計画（以下「まちづくり計画」という。）に関すること。 

 (2) 組織づくり、運営に関すること。 

 (3) 運営のための資金・人材に関すること。 

 (4) 行政との連携・協働に関すること。 

 (5) 地域交流の活動に関すること。 

 (6) 情報の収集・公開、啓発に関すること。 

 (7) 防災、防犯に関すること。 

 (8) 子どもの安全・非行防止・健全育成に関すること。 

 

 (9) 保健・福祉の増進に関すること。 

 (10) 環境整備・美化に関すること。 

 (11) 自然とのふれあいに関すること。 

 (12) 文化、伝統に関すること。 

 (13) スポーツ、レクリエーションに関すること。 

 (14) 小学校、中学校の支援に関すること。 

 (15) その他目的を達成するため必要なこと。 

２ 協議会は、政治活動及び布教等の宗教活動を行わない。 

（会員） 

第５条 協議会は、前条の目的に賛同する会員をもって構成する。 

２ 会員の種別及び資格は、次のとおりとする。 

(1) 個人会員 桑原地区に住所を有する個人 

(2) 団体会員 桑原地区に活動拠点を有する各種団体・組織及び法人（以下

「各種団体等」という。） 

(3) 賛助会員 桑原地区外に住所を有する個人又は活動拠点を有する各種団

体等 

（会費） 

第６条 会員は、会費を納入しなければならない。 

２ 会費の額及び納入方法等については、桑原地区まちづくり協議会規約施行細

則（以下、「細則」という。）で定める。 

３ 退会した場合は、納入済みの会費の返戻はしない。 

（入会） 

第７条 協議会に入会しようとする者は、細則で定めるところにより、所定の事

項を記載した入会申込書を会長に提出しなければならない。 

２ 各種団体等の構成員は、その団体等からの入会申込書の提出をもって、個人

会員又は団体会員の加入申込みがあったものとみなすことができる。 

３ 会長は、前項の申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒むことは

できない。 

（退会等） 

第８条 会員が、次のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。 
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(1) 会員が、会員の資格を失ったとき。 

(2) 会員から退会の申出があったとき。 

２ 協議会は、会員が第４条の目的に反する活動を行うなど、会員としてふさわ

しくないと認めるときは、理事会の議決を経て当該会員を除名することができ

る。 

 

第２章 役員等 

（役員の種別） 

第９条 協議会に次の役員を置く。 

(1) 会長     1人 

(2) 副会長    若干名 

(3) 会計     １人 

(4) 会計補佐   １人 

(5) 事務局長   １人 

(6) 事務局長補佐 若干名 

(7) 行政連携局長 １人 

(8) 専門部長   ９人 

(9) 副部長    各専門部２人以内 

(10) 監事     ２人 

(11) 理事     ４７人以内  

（役員の選任） 

第１０条 会長、副会長、会計、会計補佐及び監事は、総会において個人会員

の中から選任する。 

２ 行政連携局長は、会長又は副会長が兼務する。 

３ 事務局長、事務局長補佐及び専門部長は、会員の中から会長が指名して委嘱

する。 

４ 副部長は、会員の中から専門部長が指名する。 

５ 理事は、団体会員となっている町内会及び自治会から推薦のあった個人会員

を充てる。なお、町内会及び自治会ごとの推薦人数は細則で定める。 

６ 監事は、他の役員を兼ねることはできない。 

（事務員） 

第１１条 協議会に事務員を置くことができる。 

２ 事務員は、役員会の承認を経て、会長が任命する。 

（役員等の職務） 

第１２条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、

会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 

３ 会計は、協議会の経理に関する事務を処理し、財産管理及び出納に必要な書

類を保管管理する。 

４ 会計補佐は、会計を補佐し、会計に事故あるとき又は会計が欠けたときは、

その職務を代行する。 

５ 事務局長は、協議会の運営及び活動に関する事務を処理するとともに、会長

と協議の上、会員及び関係機関・団体との連絡調整を行う。 

６ 事務局長補佐は、事務局長が行う諸事務を補佐する。 

７ 行政連携局長は、行政連携局を総括し、協議会と行政との連携・協働に関す

る事務を処理するとともに、関係機関・団体と行政との連絡調整を行う。 

８ 専門部長は、担当する専門部を総括し、事業の企画・運営を行う。また、専

門部の事業を役員会及び理事会に報告するとともに、各種施策を建議する。 

９ 副部長は、専門部長を補佐し、専門部長に事故があるとき又は専門部長が欠

けたときは、その職務を代行する。 

10 監事は、次の職務を行う。 

(1) 会計処理の監査 

(2) 業務運営の執行状況の監査 

(3) 前２号に伴い不正の事実を発見した場合の総会への報告 

(4) 前号の報告をするため必要あると認めた場合の臨時総会の招集請求 

 

11 理事は、各町の住民の意向を踏まえ、協議会の運営及び活動について意見を

述べる。 
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12 事務員は、事務局長の指示のもと、協議会の庶務を行う。 

 

（役員等の報酬） 

第１３条 役員等の報酬は、細則で定める。 

（役員の任期）  

第１４条 役員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

２ 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その任

務及び業務を行うものとする。 

 

第３章 総 会 

（総会の種別） 

第１５条 協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。 

（総会の構成） 

第１６条 総会は、代議員をもって構成する。 

２ 次に掲げる者は、代議員の資格を有する。 

(1) 監事を除く役員 

(2) 個人会員（第７条第２項の規定により、個人会員とみなされる者を除く。） 

(3) 団体会員（第７条第２項の規定により、団体会員とみなされる者を除く。） 

３ 前項各号の代議員数は細則で定める。 

（総会の審議事項） 

第１７条 総会は、次に掲げる事項を審議議決する。 

(1) まちづくり計画の策定に関する事項  

(2) 事業計画及び事業報告に関する事項  

(3) 予算及び決算に関する事項  

(4) 会費に関する事項 

(5) 役員の選任に関する事項  

(6) 規約に関する事項  

(7) その他会務上必要な事項  

（総会の開催）  

第１８条 総会は、会長が招集する。 

２ 通常総会は、毎年度決算終了後２か月以内に開催する。 

３ 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

(1) 会長が必要と認めたとき。 

(2) 代議員の３分の１以上から請求があったとき。 

(3) 第１２条第７項第４号の規定により、監事から開催の請求があったとき。 

４ 会長は、前項第２号又は第３号の規定による請求があったときは、その請求

のあった日から３０日以内に臨時総会を招集しなければならない。 

５ 通常総会の開催が困難な状況が発生した場合は、書面決議をもって承認する

ことができる。 

（総会の議長） 

第１９条 総会の議長は、その総会において、出席した代議員の中から選出する。

ただし、議長が選出されるまでの間、事務局長が仮議長を務める。 

（総会の定足数） 

第２０条 総会は、代議員の３分の２以上の出席がなければ、開会することがで

きない。 

２ 書面決議をもって総会に変える場合は、代議員の３分の２以上の回答を必要

とする。 

（総会の議決） 

第２１条 総会の議事は、出席した代議員の過半数をもって決し、可否同数のと

きは、議長の決するところによる。 

２ 書面決議をもって総会の議決に変える場合は、回答数の過半数をもって決す

る。 

（代議員の表決権） 

第２２条 代議員は、総会において、１人１票の表決権を有する。 

（総会の書面表決等） 

第２３条 止むを得ない理由のため総会に出席できない代議員は、書面をもって

表決し、又は他の代議員を代理人として表決を委任することができる。 
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２ 前項の場合における第２０条の規定の適用については、その代議員は出席し

たものとみなす。 

（総会の議事録） 

第２４条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければ

ならない。  

(1) 日時及び場所  

(2) 代議員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。)  

(3) 開催目的、審議事項及び議決事項  

(4) 議事の経過の概要及びその結果  

(5) 議事録署名人の選任に関する事項  

２ 議事録には、議長及び議長が指名した議事録署名人２人が署名押印をしなけ

ればならない。 

 

第４章 理事会 

（理事会の構成） 

第２５条 理事会は、役員をもって構成する。ただし、監事は表決権を有しない。 

（理事会の審議事項）   

第２６条 理事会は、次に掲げる事項を審議議決する。 

(1) 総会に付議すべき事項  

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 

(3) 本規約施行についての細則に関する事項  

(4) 会員の除名に関する事項  

(5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項  

（理事会の開催） 

第２７条 理事会は、会長が招集する。 

２ 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。  

(1) 会長が必要と認めたとき。 

(2) 役員の３分の１以上から請求があったとき。 

３ 会長は、前項第２号の規定による請求があったときは、すみやかに理事会を

招集しなければならない。 

４ 理事会の開催が困難な状況が発生した場合は、書面決議をもって承認するこ

とができる。ただし、事業及び事業予算等の決議に関する事のみとする。 

（理事会の議長） 

第２８条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 

（理事会の定足数） 

第２９条 理事会は、役員の２分の 1以上の出席がなければ開会することができ

ない。 

２ 書面決議をもって理事会に変える場合は、役員の２分の１以上の回答を必

要とする。 

（理事会の議決） 

第３０条 理事会の議事は、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のと

きは、議長の決するところによる。 

２ 書面決議をもって理事会の議決に変える場合は、回答数の過半数をもって決

する。 

（理事会の書面表決等） 

第３１条 止むを得ない理由のため理事会に出席できない役員は、書面をもって

表決し、又は他の役員を代理人として表決を委任することができる。  

２ 前項の場合における第２９条の規定適用については、その役員は出席したも

のとみなす。  

（理事会の議事録）  

第３２条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなけれ

ばならない。 

（1）日時及び場所 

（2）役員の現在数及び出席者数（書面表決者及び表決委任者を含む。） 

（3）開催目的、審議事項及び議決事項 

（4）議事の経過の概要及びその結果 

（5）議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及び議長が指名した議事録署名人２人が署名押印をしなけ
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ればならない。 

 

第５章 役員会 

（役員会の構成） 

第３３条 役員会は、理事を除く役員（以下、本章において、「役員会員」とい

う。）をもって構成する。ただし、監事は表決権を有しない。 

（役員会の審議事項） 

第３４条 役員会は、次に掲げる事項を審議議決する。  

(1) 理事会に付議すべき事項 

(2) 理事会の議決した事項の執行に関する事項  

(3) その他理事会の議決を要しない会務の執行に関する事項  

（役員会の開催） 

第３５条 役員会は、会長が招集する。 

２ 役員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。  

(1) 会長が必要と認めたとき。  

(2) 役員会員の３分の１以上から請求があったとき。 

３ 会長は、前項第２号の規定による請求があったときは、すみやかに役員会を

招集しなければならない。 

（役員会の議長） 

第３６条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。  

 

（役員会の定足数） 

第３７条 役員会は、役員会員の２分の 1以上の出席がなければ開会することが

できない。 

（役員会の議決） 

第３８条 役員会の議事は、出席した役員会員の過半数をもって決し、可否同数

のときは、議長の決するところによる。 

（役員会の書面表決等） 

第３９条 止むを得ない理由のため役員会に出席できない役員会員は、書面をも

って表決し、又は他の役員会員を代理人として表決を委任することができる。 

２ 前項の場合における第３７条の規定適用については、その役員会員は出席し

たものとみなす。 

（役員会の議事録） 

第４０条 役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなけれ

ばならない。 

（1）日時及び場所 

（2）役員会員の現在数及び出席者数（書面表決者及び表決委任者を含む。） 

（3）開催目的、審議事項及び議決事項 

（4）議事の経過の概要及びその結果 

 

第６章 行政連携局 

（行政連携局） 

第４１条 協議会に行政連携局を置き、行政との連携・協働に関する事業を関係

機関・団体と協力して行う。 

２ 行政連携局は、会員のうち、行政委嘱員及び行政委嘱員で構成される各種団

体等並びに行政連携局長が指名する会員をもって構成する。 

 

第７章 専門部 

（専門部の設置） 

第４２条 協議会に次に掲げる専門部を置き、それぞれ当該各号に定める事業を

行う。 

(1) 総務企画部  組織の運営・管理に関する事業 

(2) 活性振興部  地域交流に関する事業 

(3) 情報発信部  広報・啓発に関する事業 

(4) 安全安心部  地域の安全・安心に関する事業 

(5) 保健福祉部  地域住民の保健・福祉の増進に関する事業 

(6) 環境開発部  地域の環境保全に関する事業 

(7) 教養文化部  地域住民の教養、文化に関する事業 
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(8) 体育活動部  スポーツ、レクリエーションに関する事業 

(9) 学校支援部  小・中学校の支援に関する事業 

２ 各部は、専門部長が指名する会員をもって構成する。 

３ 各部に２人以内の副部長を置くことができる。 

 

第８章 運営支援委員会 

（運営支援委員会の設置） 

第４３条 協議会に運営支援委員会を設置することができる。 

（運営支援委員会の構成） 

第４４条 運営支援委員会は、会員で構成する。 

（運営支援委員会の開催） 

第４５条 会長は、協議会の運営及び活動について、広く会員の意見を聞くため

必要に応じ、運営支援委員会を開催することができる。 

２ 会長は、運営支援委員会を開催しようとするときは、広報紙配布等の手段に

より、事前に会員へ周知しなければならない。 

３ 会長は、正当な理由なく会員の出席を拒むことはできない。 

（運営支援委員会の協議事項） 

第４６条 運営支援委員会は、次に掲げる事項を協議する。 

(1) 桑原地区のまちづくり全般に関する事項 

(2) 協議会の運営及び活動に関する事項 

(3) その他第４条の目的を達成するため必要な事項 

２ 会長は、必要に応じ、運営支援委員会の協議の内容を理事会又は役員会に報

告するものとする。 

３ 会長は、運営支援委員会の協議の内容を真摯に受け止め、協議会の運営及び

活動に反映するよう努めなければならない。 

（運営支援委員会の議長） 

第４７条 運営支援委員会の議長は、会長が務める。 

（運営支援委員会の議事録） 

第４８条 運営支援委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成

しなければならない。 

（1）日時及び場所 

（2）出席者数 

（3）開催目的、協議事項 

（4）議事の経過の概要及びその結果 

 

第９章 まちづくり計画・事業計画・予算・会計 

（まちづくり計画）   

第４９条 桑原地区の総合的な将来計画となるまちづくり計画は、会長が役員会

及び理事会の審議を経て、その案を作成し、総会の議決を経て定めなければな

らない。 

２ まちづくり計画は、桑原地区住民の意向を十分に反映したものでなければな

らない。 

３ まちづくり計画は、執行状況や桑原地区を取り巻く社会情勢等の変化に応じ、

適宜、見直しを行うものとする。 

（事業計画及び予算） 

第５０条 協議会の事業計画及び予算は、会長が役員会及び理事会の審議を経て、

まちづくり計画に基づき、その案を作成し、総会の議決を経て定めなければな

らない。 

２ 年度開始後に予算が総会において議決されていない場合、会長は、総会にお

いて予算が議決されるまでの間、前年度の予算を基準として収入、支出をする

ことができる。 

（事業報告及び決算） 

第５１条 協議会の事業報告及び決算は、会長が役員会及び理事会の審議を経て、

その案を作成し、監事の監査を受けたのち、総会の承認を受けなければならな

い。 

 

（経費） 

第５２条 協議会の運営に要する経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収
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入をもって充てる。 

２ 財源不足等、不測の事態に備えるため財政調整基金を設置し、財政の健全な

運営に努める。 

３ 前項の基金の運用に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定

める。 

（会計年度） 

第５３条 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わ

る。 

（会計帳簿の整備及び公開） 

第５４条 協議会は、会計に関する帳簿を整備しなければならない。 

２ 前項の帳簿の閲覧を請求する者があるときは、正当な理由がある場合を除き、

これを閲覧させなければならない。 

 

第１０章 規約の変更  

（規約の変更） 

第５５条 この規約は、総会において議決を得なければ、変更することはできな

い。 

 

第１１章 雑 則  

（委任） 

第５６条 この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別

に定める。 

（文書等の保存） 

第５７条 会長は、協議会が運営上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び

電磁的記録等（以下「文書等」という。）を適正に保存しなければならない。 

２ 次に掲げる文書等の保存期間は５年とする。ただし、他の文書等については、

当該文書等を作成又は取得した年度の翌年度末をもって廃棄する。 

（1）総会、理事会、役員会及び運営支援委員会（以下「会議」という。）の議

事録 

（2）予算、決算及び出納に関する文書等で、特に重要なもの。 

（3）市の補助金に関する文書等で重要なもの。 

（4）（1）から（3）までに掲げるもののほか、５年保存の必要があると認めら

れるもの。 

３ 前項の規定に関わらず、会長が必要と認めた場合は、保存期間を延長するこ

とができる。 

（情報公開） 

第５８条 会長は、協議会の適正かつ公正な運営に資するため積極的な情報公開

に努めなければならない。 

２ 文書等の閲覧を請求する者があるときは、正当な理由がある場合を除き、こ

れを閲覧させなければならない。 

３ 傍聴希望者は、細則で定めるところにより、会議を傍聴することができる。 

（個人情報の保護） 

第５９条 会長は、協議会の活動を通して得た個人情報の保護に努めるものとす

る。 

 

附 則 この規約は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 この規約は、平成２２年５月１１日から施行する。 

附 則 この規約は、平成２３年５月１０日から施行する。 

附 則 この規約は、平成２４年５月１６日から施行する。 

附 則 この規約は、平成２７年５月１１日から施行する。 

附 則 この規約は、令和 ２年５月１１日から施行する。 

附 則 この規約は、令和 ５年５月１０日から施行する。 

 


